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第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

　月　日 　月　日 　月　日 　月　日 　月　日 　月　日
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

109,900,000

14,862,121

585,566

394,763

3,550,723

保 険 事 業 勘 定 18,263,659

介 護 サ ー ビ ス
事 業 勘 定 107,512

156,282

150,569

447,809

54,907,240

9,315,279

67,745

11,646,589

188,267

843,248

225,387,372合　　　　　　　　計

病 院 事 業

公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業

下 水 道 事 業

港 湾 整 備 事 業

水 道 事 業

　総　　　　括　　　　表

一 般 会 計

介　護
保　険

駐 車 場 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

国民健康保険阿寒診療所事業

当初予算額

国 民 健 康 保 険

国民健康保険音別診療所事業

会 計 名

魚 揚 場 事 業

企
　
　
業
　
　
会
　
　
計

特
　
　
別
　
　
会
　
　
計

工 業 用 水 道 事 業

動 物 園 事 業
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一 般 会 計 

議案第３号 

 

令和８年度釧路市一般会計予算 
 

令和８年度釧路市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０９，９００，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

２５，０００，０００千円と定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

釧路市長 鶴 間 秀 典  
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

金 額
千円

1 市 税 21,980,198

1 市 民 税 9,405,816

2 固 定 資 産 税 8,627,836

3 軽 自 動 車 税 458,994

4 市 た ば こ 税 1,653,203

5 鉱 産 税 11,938

6 入 湯 税 153,645

7 都 市 計 画 税 1,393,766

8 宿 泊 税 275,000

2 地 方 譲 与 税 764,944

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 119,000

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 474,000

3 森 林 環 境 譲 与 税 108,944

4 特 別 と ん 譲 与 税 40,000

5 航 空 機 燃 料 譲 与 税 23,000

3 利 子 割 交 付 金 83,000
1 利 子 割 交 付 金 83,000

4 配 当 割 交 付 金 115,000
1 配 当 割 交 付 金 115,000

5 株式等譲渡所得割交付金 134,000
1 株式等譲渡所得割交付金 134,000

6 法 人 事 業 税 交 付 金 398,000
1 法 人 事 業 税 交 付 金 398,000

7 地 方 消 費 税 交 付 金 5,482,000
1 地 方 消 費 税 交 付 金 5,482,000

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 8,200
1 ゴルフ場利用税交付金 8,200

9 地 方 特 例 交 付 金 225,409
1 地 方 特 例 交 付 金 222,098
2 新型コロナウイルス感染症対策 3,311

地方税減収補塡特別交付金

10 地 方 交 付 税 27,070,000
1 地 方 交 付 税 27,070,000

11 交通安全対策特別交付金 15,000
1 交通安全対策特別交付金 15,000

款 項

一 般 会 計
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金 額
千円

12 分 担 金 及 び 負 担 金 706,765
1 分 担 金 61,652
2 負 担 金 645,113

13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,494,602
1 使 用 料 1,922,305

2 手 数 料 572,297

14 国 庫 支 出 金 25,723,597

1 国 庫 負 担 金 20,881,476

2 国 庫 補 助 金 4,790,316

3 国 庫 委 託 金 51,805

15 道 支 出 金 7,349,428

1 道 負 担 金 5,622,112

2 道 補 助 金 1,390,987

3 道 委 託 金 336,329

16 財 産 収 入 316,953

1 財 産 運 用 収 入 214,363

2 財 産 売 払 収 入 102,590

17 寄 附 金 2,712,212

1 寄 附 金 2,712,212

18 繰 入 金 4,000,731

1 特 別 会 計 繰 入 金 17,695

2 基 金 繰 入 金 3,983,036

19 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

20 諸 収 入 4,890,560

1 延 滞 金 及 び 加 算 金 15,002

2 預 金 利 子 17,948

3 貸 付 金 元 利 収 入 4,039,671

4 受 託 事 業 収 入 75,965

5 雑 入 741,974

21 市 債 5,429,400

1 市 債 5,429,400

109,900,000歳 入 合 計

款 項

一 般 会 計
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　　　歳　出

金 額
千円

1 議 会 費 280,694

1 議 会 費 280,694

2 総 務 費 9,433,841

1 総 務 管 理 費 9,180,105

2 徴 税 費 156,874

3 選 挙 費 86,915

4 監 査 委 員 費 9,947

3 民 生 費 39,142,536

1 社 会 福 祉 費 9,241,788

2 老 人 福 祉 費 637,994

3 児 童 福 祉 費 12,627,388

4 生 活 保 護 費 13,167,054

5 医 療 助 成 費 3,468,312

4 衛 生 費 4,067,176

1 保 健 衛 生 費 1,471,074

2 清 掃 費 2,596,102

5 労 働 費 128,000

1 労 働 費 128,000

6 農 林 水 産 業 費 1,259,147

1 農 業 費 630,809

2 林 業 費 508,099

3 水 産 業 費 120,239

7 商 工 費 5,225,617

1 商 工 費 5,225,617

8 土 木 費 5,584,404

1 土 木 管 理 費 161,451

2 道 路 橋 梁 費 3,622,227

3 河 川 費 114,304

4 都 市 計 画 費 43,688

5 公 園 費 689,922

6 住 宅 費 952,812

款 項

一 般 会 計
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金 額
千円

9 港 湾 費 1,515,211

1 港 湾 費 1,515,211

10 消 防 費 1,163,101

1 消 防 費 1,163,101

11 教 育 費 7,738,055

1 総 務 費 3,991,348

2 小 学 校 費 833,639

3 中 学 校 費 728,070

4 高 等 学 校 費 76,319

5 幼 稚 園 費 15,844

6 社 会 教 育 費 1,263,439

7 保 健 体 育 費 829,396

12 災 害 復 旧 費 173,423

1 農林水産業施設災害復旧費 4,000

2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 141,417

3 教 育 施 設 災 害 復 旧 費 28,006

13 公 債 費 11,674,162

1 公 債 費 11,674,162

14 諸 支 出 金 10,586,683

1 特 別 会 計 繰 出 金 10,586,683

15 職 員 費 11,837,950

1 職 員 費 11,837,950

16 予 備 費 90,000

1 予 備 費 90,000

109,900,000歳 出 合 計

款 項

一 般 会 計
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第２表　　債　務　負　担　行　為

事 項 期 間 限 度 額

千円

防 災 行 政 無 線 更 新 事 業 費 令和９年度 １１，６２２

津 波 一 時避 難場 所整 備事 業費 令和９年度 １，７２７，１５３

法 人 立 保育 所等 整備 費補 助金 令和９年度 ２６５，５８９

こ ど も 計 画 策 定 事 業 費 令和９年度 ４，３３４

公 営 住 宅 等 建 設 費 令和９年度 １８，７３０

令和９年度から令和１０年度まで １，５９２，６６８

高 機 能 消 防 指 令 施 設 整 備 費 令和９年度 ８９３，０９２

桜ケ岡地区義務教育学校整備事業費 令和９年度 ４４３，０９５

小 学 校 施 設 整 備 費 令和９年度 ３８，３１６

博 物 館 施 設 整 備 費 令和９年度 ５７，２９３

市立美術館企画展開催費補助金 令和９年度 １１，０００

一 般 会 計
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第３表　　地　　　方　　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

防災行政無線更新事業費 10,100

市 有 施 設

補 修 ・ 改 修 事 業 費

津 波 一 時 避 難 場 所

整 備 事 業 費

公 金 収 納

デ ジ タ ル 化 事 業 費

ア イ ヌ 政 策 推 進

交 付 金 事 業 費

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

施 設 整 備 費

ア イ ヌ 住 宅 改 良 資 金

貸 付 事 業 費

障 害 者 教 養 文 化

体 育 施 設 整 備 費

高 齢 者 生 き が い

交流プラザ施設整備費

法 人 立 保 育 所 等

整 備 費 補 助 金

大 楽 毛 児 童 セ ン タ ー

整 備 事 業 費

春 日 ・ 治 水 児 童 館

統 合 整 備 事 業 費

休日夜間急病センター

医 療 機 械 器 具 整 備 費

37,200

　　　　　５．０％以内

ただし、利率見直し方式
で借り入れる政府資金及
び地方公共団体金融機構
資金について、利率の見
直しを行った後において
は、当該見直し後の利率

7,400

普通貸借

又は

証券発行8,400

45,900

10,100

3,300

29,700

22,500

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

33,400

69,900

7,400

21,800

一 般 会 計
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

火 葬 場 施 設 整 備 費 43,500

労 働 者 福 祉 セ ン タ ー

施 設 整 備 費

農 業 用 水 道 管 理 費 26,800

農村都市交流センター

関 連 施 設 費

農 道 管 理 費 3,100

道 営 草 地 整 備 事 業 費 8,200

林 道 管 理 費 25,700

農 山 漁 村 地 域 整 備

交 付 金 事 業 負 担 金

観光国際交流センター

施 設 整 備 費

除 雪 ド ー ザ 購 入 費 36,100

市 道 整 備 事 業 費 1,333,000

河 川 機 能 保 全 対 策 費 101,700

公 園 整 備 費 121,500

公 営 住 宅 等 建 設 費 216,200

港 湾 施 設 整 備 費 213,000

国直轄港湾工事負担金 799,900

国直轄空港工事負担金 1,000

1,900

9,100

3,000

88,200

普通貸借

又は

証券発行

　　　　　５．０％以内

ただし、利率見直し方式
で借り入れる政府資金及
び地方公共団体金融機構
資金について、利率の見
直しを行った後において
は、当該見直し後の利率

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

一 般 会 計
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

消 防 施 設 整 備 費 436,200

義務教育学校整備事業費 964,100

教職員住宅解体事業費 10,700

小 学 校 施 設 整 備 費 60,100

中 学 校 施 設 整 備 費 211,500

博 物 館 施 設 整 備 費 45,100

鳥 取 温 水 プ ー ル

施 設 整 備 費

大 規 模 運 動 公 園

体 育 施 設 整 備 費

水 道 事 業 会 計 出 資 金 88,600

過 疎 対 策 事 業 債

（ ソ フ ト 分 ）

計 5,429,400

197,200

普通貸借

又は

証券発行

　　　　　５．０％以内

ただし、利率見直し方式
で借り入れる政府資金及
び地方公共団体金融機構
資金について、利率の見
直しを行った後において
は、当該見直し後の利率

36,400

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

40,500

一 般 会 計
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特 別 会 計 
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国民健康保険特別会計  
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国民健康保険特別会計 

議案第４号 

 

令和８年度釧路市国民健康保険特別会計予算 
 

令和８年度釧路市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，８６２，１２１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

１，０００，０００千円と定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

釧路市長 鶴 間 秀 典  
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 収 入 14,862,121

1 国 民 健 康 保 険 料 2,092,538

2 国 庫 支 出 金 7,673

3 道 支 出 金 11,066,468

4 財 産 収 入 1,627

5 繰 入 金 1,672,170

6 諸 収 入 21,645

14,862,121

歳　出

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 費 14,862,121

1 総 務 費 272,531

2 保 険 給 付 費 10,724,313

3 国 民 健 康 保 険 3,508,510

事 業 費 納 付 金

4 保 健 事 業 費 133,610

5 諸 支 出 金 220,157

6 予 備 費 3,000

14,862,121歳 出 合 計

項

項

款

款

歳 入 合 計

国民健康保険特別会計
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国民健康保険阿寒診療所事業特別会計 
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国民健康保険阿寒診療所事業特別会計 

議案第５号 

 

令和８年度釧路市国民健康保険阿寒診療所事業特別会計予算 
 

令和８年度釧路市の国民健康保険阿寒診療所事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５８５，５６６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

１５０，０００千円と定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 585,566

阿 寒 診 療 所 事 業 収入 1 診 療 収 入 145,026

2 使 用 料 及 び 手 数 料 1,491

3 道 支 出 金 5,960

4 繰 入 金 381,169

5 諸 収 入 6,120

6 市 債 45,800

585,566

歳　出

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 585,566

阿 寒 診 療 所 事 業 費 1 総 務 費 411,083

2 医 業 費 139,363

3 公 債 費 34,620

4 予 備 費 500

585,566歳 出 合 計

款 項

歳 入 合 計

款 項

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計
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第２表　　地　　　方　　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

施 設 整 備 費 4,400 普通貸借

医 療 機 械 器 具 整 備 費 41,400 証券発行

計 45,800

　　　　５．０％以内

ただし、利率見直し方
式で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て、利率の見直しを
行った後においては、
当該見直し後の利率

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

又は

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

- 29 -



- 30 -



 
 
 
 
 

国民健康保険音別診療所事業特別会計 
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国民健康保険音別診療所事業特別会計 

議案第６号 

 

令和８年度釧路市国民健康保険音別診療所事業特別会計予算 
 

令和８年度釧路市の国民健康保険音別診療所事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９４，７６３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

３０，０００千円と定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

釧路市長 鶴 間 秀 典  
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 394,763

音 別 診 療 所 事 業 収入 1 診 療 収 入 76,379

2 使 用 料 及 び 手 数 料 439

3 道 支 出 金 6,493

4 繰 入 金 303,440

5 諸 収 入 3,412

6 市 債 4,600

394,763

歳　出

金 額
千円

1 国 民 健 康 保 険 394,763

音 別 診 療 所 事 業 費 1 総 務 費 331,756

2 医 業 費 42,919

3 公 債 費 19,688

4 予 備 費 400

394,763

項

歳 出 合 計

項款

款

歳 入 合 計

国民健康保険音別診療所事業特別会計
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第２表　　地　　　方　　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

普通貸借

証券発行

計 4,600

　　　　５．０％以内

ただし、利率見直し方
式で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て、利率の見直しを
行った後においては、
当該見直し後の利率

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

又は施 設 整 備 費 4,600

国民健康保険音別診療所事業特別会計
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後期高齢者医療特別会計  
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後期高齢者医療特別会計 

議案第７号 

 

令和８年度釧路市後期高齢者医療特別会計予算 
 

令和８年度釧路市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，５５０，７２３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

１００，０００千円と定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

釧路市長 鶴 間 秀 典  
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 後 期 高 齢 者 医 療 収 入 3,550,723

1 後期高齢者医療保険料 2,540,400

2 国 庫 支 出 金 19,800

3 繰 入 金 984,922

4 繰 越 金 1

5 諸 収 入 5,600

3,550,723

歳　出

金 額
千円

1 後 期 高 齢 者 医 療 費 3,550,723

1 総 務 費 88,893

2 後 期 高 齢 者 医 療 3,456,730

広 域 連 合 納 付 金

3 諸 支 出 金 5,100

3,550,723歳 出 合 計

款

款

歳 入 合 計

項

項

後期高齢者医療特別会計
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介 護 保 険 特 別 会 計 
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介護保険特別会計 

議案第８号 

 

令和８年度釧路市介護保険特別会計予算 
 

令和８年度釧路市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 保険事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８，２６３，６５９

千円と、介護サービス事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０７，５

１２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

５００，０００千円と定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

釧路市長 鶴 間 秀 典  
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

(保険事業勘定）

歳　入

金 額
千円

1 介 護 保 険 収 入 18,263,659

1 介 護 保 険 料 3,075,013

2 国 庫 支 出 金 4,486,073

3 支 払 基 金 交 付 金 4,686,783

4 道 支 出 金 2,568,982

5 財 産 収 入 6,467

6 繰 入 金 3,438,767

7 繰 越 金 1

8 諸 収 入 1,573

18,263,659

歳　出

金 額
千円

1 介 護 保 険 費 18,263,659

1 総 務 費 518,605

2 保 険 給 付 費 16,803,148

3 地 域 支 援 事 業 費 907,544

4 基 金 積 立 金 6,467

5 諸 支 出 金 27,895

18,263,659

項

歳 出 合 計

項款

款

歳 入 合 計

介護保険特別会計
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(介護サービス事業勘定）

歳　入

金 額
千円

1 介護サービス事業収入 107,512

1 サ ー ビ ス 収 入 51,499

2 道 支 出 金 3,300

3 繰 入 金 51,859

4 繰 越 金 1

5 諸 収 入 853

107,512

歳　出

金 額
千円

1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 107,512

1 総 務 費 10,110

2 サ ー ビ ス 事 業 費 95,248

3 公 債 費 2,153

4 諸 支 出 金 1

107,512

項

歳 出 合 計

項款

款

歳 入 合 計

介護保険特別会計
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魚揚場事業特別会計 
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魚揚場事業特別会計 

議案第９号 

 

令和８年度釧路市魚揚場事業特別会計予算 
 

令和８年度釧路市の魚揚場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５６，２８２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

１００，０００千円と定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

釧路市長 鶴 間 秀 典  
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 魚 揚 場 事 業 収 入 156,282

1 使 用 料 及 び 手 数 料 61,662

2 分 担 金 及 び 負 担 金 5,637

3 財 産 収 入 1,843

4 繰 入 金 77,401

5 諸 収 入 9,739

156,282

歳　出

金 額
千円

1 魚 揚 場 事 業 費 156,282

1 事 業 費 125,244

2 公 債 費 30,538

3 予 備 費 500

156,282歳 出 合 計

款 項

歳 入 合 計

款 項

魚揚場事業特別会計
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駐車場事業特別会計 
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駐車場事業特別会計 

議案第１０号 

 

令和８年度釧路市駐車場事業特別会計予算 
 

令和８年度釧路市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５０，５６９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

１００，０００千円と定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

釧路市長 鶴 間 秀 典  
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 駐 車 場 事 業 収 入 150,569

1 事 業 収 入 102,417

2 財 産 収 入 1,206

3 繰 入 金 46,258

4 諸 収 入 688

150,569

歳　出

金 額
千円

1 駐 車 場 事 業 費 150,569

1 事 業 費 145,569

2 予 備 費 5,000

150,569歳 出 合 計

項

款

款

歳 入 合 計

項

駐車場事業特別会計
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動物園事業特別会計 
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動物園事業特別会計 

議案第１１号 

 

令和８年度釧路市動物園事業特別会計予算 
 

令和８年度釧路市の動物園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４７，８０９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

１００，０００千円と定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

 

釧路市長 鶴 間 秀 典  
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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入

金 額
千円

1 動 物 園 事 業 収 入 447,809

1 使 用 料 及 び 手 数 料 58,130

2 道 支 出 金 699

3 財 産 収 入 133

4 寄 附 金 1

5 繰 入 金 382,349

6 繰 越 金 1

7 諸 収 入 1,396

8 市 債 5,100

447,809

歳　出

金 額
千円

1 動 物 園 事 業 費 447,809

1 事 業 費 431,729

2 公 債 費 13,080

3 予 備 費 3,000

447,809

項

歳 出 合 計

項款

款

歳 入 合 計

動物園事業特別会計
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第２表　　地　　　方　　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

普通貸借

ア イ ヌ 政 策 推 進

交 付 金 事 業 費

証券発行

計 5,100

5,100 又は

　　　　５．０％以内

ただし、利率見直し方
式で借り入れる政府資
金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て、利率の見直しを
行った後においては、
当該見直し後の利率

政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は起債の翌日から据
置期間を含め３０年以
内に元利均等その他
の方法により償還す
る。
ただし、財政上の都合
等により繰上償還し、
又は本期間中に未償
還額の範囲内におい
て借り換えることがで
きる。

動物園事業特別会計
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企 業 会 計 
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病 院 事 業 会 計 
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病院事業会計 

議案第１２号 
 

令和８年度釧路市病院事業会計予算 

 

（総則） 
第１条 令和８年度釧路市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
（１）病 床 数 ５９９床 

ア 一 般 病 床 ５３５床 

イ 精 神 病 床 ５０床 

ウ 感 染 症 病 床 ４床 

エ 結 核 病 床 １０床 
（２）患 者 数 

区   分 年 間 延 患 者 数 一 日 平 均 患 者 数 
 人 人 

入 院 患 者 
外 来 患 者 

１６４，２５０ 
２５６，６６５ 

４５０ 
１，０６５ 

計 ４２０，９１５ １，５１５ 

（３）主要な建設改良事業 
  ア 新 棟 建 設 等 事 業  ２９，６７８，５８７千円 

７か年継続事業の４年次目 
イ 医 療 機 械 等 整 備     ４４０，０００千円 

ウ 医療情報システム整備     ３９８，２９２千円 

３か年継続事業の２年次目 
（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
収      入 

第１款 病 院 事 業 収 益 ２１，８５９，２０１千円 
第１項 医  業  収  益 １９，３１３，６７５千円 
第２項 医 業 外 収 益 ２，３０５，５４０千円 
第３項 高 等 看 護 学 院 収 益 １１９，９８５千円 
第４項 特 別 利 益 １２０，００１千円 

支      出 
第１款 病 院 事 業 費 用 ２３，１３９，９０２千円 

第１項 医  業  費  用 ２２，１５７，４７７千円 
第２項 医 業 外 費 用 ７０２，３０６千円 
第３項 高 等 看 護 学 院 費 用 １１９，９８５千円 
第４項 特  別  損  失 １６０，１３４千円 
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（資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額 

に対し不足する額１，２１８，９１２千円は、当年度分資本的収支調整額３１，８３９千円

及び過年度分損益勘定留保資金１，１８７，０７３千円で補塡するものとする。）。 
収      入 

第１款 資 本 的 収 入 ３０，５４８，４２６千円 
第１項 企 業 債 ３０，５１６，７００千円 
第２項 固 定 資 産 売 却 代 金 １千円 
第３項 寄 附 金 １千円 
第４項 投 資 １１，４００千円 

 第５項 基 金 繰 入 金 ２０，３２４千円 
支      出 

第１款 資 本 的 支 出 ３１，７６７，３３８千円 
第１項 建 設 改 良 費 ３０，５１６，８７９千円 
第２項 企 業 債 償 還 金 １，１８２，２８２千円 
第３項 投 資 ６７，７７６千円 
第４項 基 金 積 立 金 １０１千円 
第５項 道補助金消費税返還金 ３００千円 

（債務負担行為） 
第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事   項 期  間 限 度 額 

医療機械等整備費 令和９年度 ４，０５０，０００千円 

新棟備品購入費 令和９年度 １６９，４００千円 

新棟移転業務委託費 令和９年度 ６４７，０１６千円 

（企業債） 
第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 
 千円    

院 舎 増 改 築 費 

 

医療機械等整備費 

 

医療情報システム

整 備 費 

 

２９，６７８，５００ 
 

４４０，０００ 

 

３９８，２００ 

 

 

普通貸借 
 

又 は 
 

証券発行 

５．０％ 
以内 

 
ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

政府資金については

その融資条件によ

り、銀行その他の場

合には起債の翌日か

ら据置期間を含め３

０年以内に元利均等

その他の方法により

償還する。 
ただし、財政上の都

合等により繰上償還

し、又は本期間中に

未償還額の範囲内に
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計 ３０，５１６，７００  
率 おいて借り換えるこ

とができる。 

（一時借入金） 
第７条 一時借入金の限度額は、１７，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、 
又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 
（１）職 員 給 与 費 １０，３５７，３６３千円 

（２）交 際 費 １，０００千円 
（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、４，２４９，０００千円と定める。 
（重要な資産の取得） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 
種   類 名       称 数 量 

医  療  機  械 

パルスフィールドアブレーションシステム  
厨 房 機 器 
注 射 薬 自 動 払 出 装 置 
検 体 検 査 自 動 検 査 シ ス テ ム 
多 項 目 自 動 血 球 分 析 装 置 
生 化 学 自 動 分 析 装 置 
採 血 管 準 備 シ ス テ ム 
Ｘ 線 血 管 造 影 装 置 
コ ン ピ ュ ー タ ー 断 層 診 断 装 置 
Ｃ Ｔ 装 置 
Ｓ Ｐ Ｅ Ｃ Ｔ 装 置 
Ｘ 線 Ｔ Ｖ 装 置 
マ ン モ グ ラ フ ィ ー 
ハ イ ブ リ ッ ド 手 術 装 置 
手 術 映 像 シ ス テ ム 
高 圧 蒸 気 滅 菌 器 

１ 式 
１ 式 
１ 式 
１ 式 
２ 式 
２ 式 
１ 式 
２ 式 
２ 式 
１ 式 
１ 式 
１ 式 
１ 式 
１ 式 
１ 式 
３ 式 

 
  令和８年２月２６日提出 
 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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議案第１３号 
 

令和８年度釧路市水道事業会計予算 
 
（総則） 

第１条 令和８年度釧路市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
（１）総  配  水  量 １９，８４８千㎥ 
（２）一 日 平 均 配 水 量 ５４，３７８㎥ 
（３）給  水  戸  数 ８８，５９４戸 
（４）主要な建設改良事業 

ア 管 路 布 設  ７９６ｍ 
イ 浄 水 場 整 備          ６か所 

（収益的収入及び支出） 
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 
第１款 水 道 事 業 収 益 ５，７５７，５９３千円 

第１項 営 業 収 益 ５，２５８，０７７千円 
第２項 営 業 外 収 益 ４９９，５１６千円 

支      出 
第１款 水 道 事 業 費 用 ５，４１３，３５９千円 

第１項 営 業 費 用 ４，９１２，８３１千円 
第２項 営 業 外 費 用 ５００，５２８千円 

（資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額２，３６７，６４８千円は、当年度分資本的収支調整額２０３，７５６千

円、当年度分損益勘定留保資金１，９４３，８９２千円及び建設改良積立金２２０，０００

千円で補塡するものとする。）。 
収      入 

第１款 資 本 的 収 入 １，５３４，２７２千円 
第１項 企 業 債 １，２９２，３００千円 
第２項 出 資 金             ９７，５００千円 

第３項 他 会 計 負 担 金 ４５，８１５千円 
第４項 工 事 負 担 金 １，６１７千円 
第５項 国 庫 補 助 金 ９７，０４０千円 

支      出 
第１款 資 本 的 支 出 ３，９０１，９２０千円 

第１項 建 設 改 良 費 ２，６１５，５１４千円 
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第２項 企 業 債 償 還 金 １，２８６，４０６千円 
 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 
事     項 期   間 限 度 額 

配水管整備事業費 令和９年度 ５３９，２５３千円 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

 千円    

上 水 道 第 ３ 回 
拡 張 事 業 費 ４０６，０００ 

普通貸借 
 

又 は 
 

証券発行 

５．０％ 
以内 
 

ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率 

政府資金については

その融資条件によ

り、銀行その他の場

合には起債の翌日か

ら据置期間を含め４

０年以内に元利均等

その他の方法により

償還する。 
ただし、財政上の都

合等により繰上償還

し、又は本期間中に

未償還額の範囲内に

おいて借り換えるこ

とができる。 

上 水 道 配 水 管 
整 備 事 業 費 ５７８，１００ 

上 水 道 浄 水 場 
施設整備事業費 １８９，５００ 

簡 易 水 道 
整 備 事 業 費 １１８，７００ 

計 １，２９２，３００  

（一時借入金） 
第７条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 
（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 
（１）職 員 給 与 費 ６６９，２０５千円 
（２）交  際  費 １００千円 

（他会計からの補助金） 
第１０条 簡易水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、７１，６

１７千円である。 
（たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、２，０００千円と定める。 
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 （重要な資産の取得） 

第１２条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 
種  類 名       称 数 量 

水 質 検 査 機 器 イオンクロマトポストカラムシステム  １ 台 

 
 
  令和８年２月２６日提出 

 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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議案第１４号 
 

令和８年度釧路市工業用水道事業会計予算 
 
（総則） 

第１条 令和８年度釧路市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
（１）給 水 事 業 所 数 ４か所 
（２）総 給 水 量 ３，１３９千㎥ 
（３）一 日 平 均 給 水 量 ８，６００㎥ 
（４）主要な建設改良事業 

ア 遠方監視装置更新工事        １式 
（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
収      入 

第１款 工業用水道事業収益 ６６，２３７千円 
第１項 営 業 収 益 ６５，６０５千円 
第２項 営 業 外 収 益 ６３２千円 

支      出 
第１款 工業用水道事業費用 ５９，１２３千円 

第１項 営 業 費 用 ５５，６０９千円 
第２項 営 業 外 費 用 ３，５１４千円 

（資本的支出） 
第４条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額８，６２２千円は、当年度分資本的収支調整額５１９千円及び過年度分損益勘定留

保資金８，１０３千円で補塡するものとする。）。 
支      出 

第１款 資 本 的 支 出 ８，６２２千円 
第１項 建 設 改 良 費 ５，７０９千円 
第２項 企 業 債 償 還 金 ２，９１３千円 

（一時借入金） 
第５条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 
（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 
（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな
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い。 
（１）職 員 給 与 費 １１，４０２千円 
 

  令和８年２月２６日提出 
 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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議案第１５号 
 

令和８年度釧路市下水道事業会計予算 
 
（総則） 

第１条 令和８年度釧路市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
（１）総  処  理  水  量 ２７，２５８千㎥ 
（２）主要な建設改良事業 

ア 管 渠 布 設 ７６２ｍ 
イ 処 理 場 整 備 ５か所 
ウ ポ ン プ 場 整 備 ２か所 

（収益的収入及び支出） 
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 
第１款 下 水 道 事 業 収 益 ７，４６３，０７６千円 

第１項 営 業 収 益 ５，３６１，８９４千円 
第２項 営 業 外 収 益 ２，１０１，１８２千円 

支      出 
第１款 下 水 道 事 業 費 用 ６，９１１，６２６千円 

第１項 営 業 費 用 ６，６０４，９３４千円 
第２項 営 業 外 費 用 ３０６，６９２千円 

（資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額２，３７７，６８３千円は、当年度分資本的収支調整額１３２，１１７千

円、当年度分損益勘定留保資金１，７９０，６４０千円及び減債積立金４５４，９２６千円

で補塡するものとする。）。 
収      入 

第１款 資 本 的 収 入 ２，３５７，２８０千円 
第１項 企  業  債  １，５１５，８００千円 
第２項 国 庫 補 助 金 ８１５，１００千円 
第３項 他 会 計 補 助 金 ２５，０８０千円 
第４項 分担金及び負担金 １，３００千円 

支      出 
第１款 資 本 的 支 出 ４，７３４，９６３千円 

第１項 建 設 改 良 費 ２，４８０，０６５千円 
第２項 企 業 債 償 還 金 ２，２４９，６４８千円 
第３項 国庫補助金返還金  ５，２５０千円 
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（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

古川終末処理場整備事業費 令和９年度 ５６８，０００千円

旭町ポンプ場整備事業費 令和９年度 ７６，０００千円

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円

下水道建設事業費 １，５１５，８００

普通貸借

又 は

証券発行

５．０％

以内

ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率

政府資金については

その融資条件によ

り、銀行その他の場

合には起債の翌日か

ら据置期間を含め４

０年以内に元利均等

その他の方法により

償還する。

ただし、財政上の都

合等により繰上償還

し、又は本期間中に

未償還額の範囲内に

おいて借り換えるこ

とができる。計 １，５１５，８００

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。

（１）職 員 給 与 費 ４５０，８８２千円

（２）交  際  費 １００千円

（他会計からの補助金）

第１０条 下水道事業の建設事業費及び汚水処理費等支払のため、一般会計からこの会計へ補

助を受ける金額は、２５，０８０千円及び２７，８３１千円である。
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  令和８年２月２６日提出 
 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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公設地方卸売市場事業会計

議案第１６号

令和８年度釧路市公設地方卸売市場事業会計予算

（総則）

第１条 令和８年度釧路市公設地方卸売市場事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）経 常 業 務

ア 青 果 物 取 扱 高 １０，０４４，０００千円 

イ 花 き 取 扱 高 ５２８，０００千円

ウ 市 場 施 設 売 場 ６，３６０㎡

貸 室 １，７７７㎡ 

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収      入

第１款 市 場 事 業 収 益 １３０，０２６千円

第１項 営 業 収 益 ８３，７９８千円

第２項 営 業 外 収 益 ４６，２２８千円

支 出

第１款 市 場 事 業 費 用 １１８，８７６千円

第１項 営 業 費 用 ９８，０３２千円

第２項 営 業 外 費 用 ２０，８４４千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額３４，６９５千円は、過年度分資本的収支調整額４，４２５千円、当年度

分資本的収支調整額２，９６７千円及び過年度分損益勘定留保資金２７，３０３千円で補塡

するものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ３４，６９６千円

第１項 補 助 金 ３４，６９６千円

支      出

第１款 資 本 的 支 出 ６９，３９１千円

第１項 企 業 債 償 還 金 ６９，３９１千円

（一時借入金）

第５条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 
第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 
（１）職 員 給 与 費 ９，３７２千円 
（２）交 際 費 １０千円 

（他会計からの補助金） 

第８条 企業債元金の償還及び営業費用等支払のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は、３４，６９６千円及び２０，２８８千円である。 

 

  令和８年２月２６日提出 
 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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港湾整備事業会計 

議案第１７号 
 

令和８年度釧路市港湾整備事業会計予算 
 
（総則） 

第１条 令和８年度釧路市港湾整備事業会計の予算は、次に定めるところによる。 
（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
（１）経 常 業 務 

ア 上 屋 上屋貸付 １０棟 
 オープンヤード貸付 １０６，３４６㎡ 
イ 船 舶 給 水 年間給水量 ２９，１２０㎥ 
ウ 荷 役 機 械 石炭荷役機械貸付 １基 
 ガントリークレーン貸付 １基 
エ 土 地 賃 貸 貸付換算面積 １９８，４３１㎡ 

 （２）建 設 改 良 業 務 
 ア 上 屋 改 良  西港区第２埠頭  １棟 

 イ ガントリークレーン改修  西港区第３埠頭 
                レール基礎改修              ２０９ｍ 

（収益的収入及び支出） 
第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 
第１款 施 設 運 営 事 業 収 益 ５８２，９３８千円 

第１項 営 業 収 益 ５７４，５４３千円 
第２項 営 業 外 収 益 ８，３９５千円 

第２款 埋 立 事 業 収 益 １２３，２０２千円 
第１項 営 業 収 益 １２３，２０２千円 

合 計 ７０６，１４０千円 
支      出 

第１款 施 設 運 営 事 業 費 用 ５３５，８０１千円 
第１項 営 業 費 用 ４９１，２２１千円 
第２項 営 業 外 費 用 ４４，５８０千円 

第２款 埋 立 事 業 費 用 ２８，１６３千円 
第１項 営 業 費 用 ２２，１２６千円 
第２項 営 業 外 費 用 ８７９千円 

 第３項 特 別 損 失             ５，１５８千円 

合 計 ５６３，９６４千円 
（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額
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港湾整備事業会計 

に対し不足する額２０３，７９９千円は、当年度分資本的収支調整額９，５７９千円、過年

度分損益勘定留保資金１１８，１２０千円、及び減債積立金７６，１００千円で補塡するも

のとする。）。 
収      入 

第１款 資 本 的 収 入 ７５，４８５千円 
第１項 企 業 債 ７２，０００千円 

 第２項 固定資産売却代金             ３，４８５千円 

支      出 
第１款 資 本 的 支 出 ２７９，２８４千円 

第１項 建 設 改 良 費 １０５，３６５千円 
第２項 企 業 債 償 還 金 １７３，９１９千円 

（企業債） 
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 
 千円    

上 屋 改 良 費 ７２，０００ 

普通貸借 
 

又 は 
 

証券発行 

５．０％ 
以内 
 

ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率 

政府資金については

その融資条件によ

り、銀行その他の場

合には起債の翌日か

ら措置期間を含め４

０年以内に元利均等

その他の方法により

償還する。 
ただし、財政上の都

合等により繰上償還

し、又は本期間中に

未償還額の範囲内に

おいて借り換えるこ

とができる。 計 ７２，０００  

（一時借入金） 
第６条 一時借入金の限度額は、７２，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合 
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

い。 
（１）職 員 給 与 費 ４９，１８９千円 
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港湾整備事業会計

令和８年２月２６日提出

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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